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の通知をした。
３　機構は、令和○年○月○日、ｂ銀行か
ら、本件預金債権○円を取り立て、同月
○日、次の内容の配当計算書を作成して、
請求人に配当計算書謄本を送付した（以
下、この配当処分のうち、児童手当拠出
金に係る延滞金に関する部分を除いて
「原処分」という。）。
配当順位１
債権者　機構（○○年金事務所長）
債権額　○円（本件延滞金のうち法
定納期限が平成○年○月○日から
平成○年○月○日までの分（以下
「第１グループ債権」という。）○
円）。

配当額　○円
配当順位２　
債権者　機構（○○年金事務所長）
債権額　○円（本件延滞金のうち法
定納期限が平成○年○月○日から
平成○年○月○日までの分（以下
「第２グループ債権」という。）○
円）。

配当額　○円
配当順位３　
債権者　請求人　
債権額　○円
配当額　未確定（供託予定）

　機構は、令和○年○月○日、機構に対
し配当順位１及び２に係る配当金を交付
し、請求人に係る配当順位３の○円を供
託した。

４　請求人は、平成○年○月○日ａ社から、
ａ社が請求人・ａ社間の平成○年○月○
日付け「みどりの保全に関する協定書」
（以下「本件協定書」という。）に基づき
請求人に対して負担する一切の債務の担
保として、本件預金債権及び継続後の定
期預金に質権の設定を受けていた（以下
「本件質権」という。）。
５　請求人は、原処分の取消しを求めて、
当審査会に審査請求をした。

第４　当事者等の主張の要旨
　（略）

令和４年（健厚）第１１１号

令和５年２月２８日

主文
　本件審査請求を棄却する。

事実
第１　本件審査請求の趣旨
　審査請求人（以下「請求人」という。）の
審査請求の趣旨は、後記第３の３記載の原
処分の取消しを求めるということである。
第２　事案の概要
　本件は、日本年金機構（以下「機構」と
いう。）が健康保険及び厚生年金保険の適用
事業所の事業主に対する滞納処分として事
業主の預金債権を差し押さえ、その取立金
につき配当処分をしたところ、同債権に質
権を設定していた請求人が、配当を受けら
れなかったことを不服として、配当処分の
取消しを求める事案である。
第３　本件審査請求に至る経緯
　以下の事実は、本件記録により明らかで
ある。
１　健康保険及び厚生年金保険の適用事業
所の事業主であるａ社は、平成○年○月
分から平成○年○月分までの健康保険
料、厚生年金保険料、児童手当拠出金に
係る延滞金合計○円（以下「本件延滞金」
という。）を滞納していた。
２　健康保険法（以下「健保法」という。）
及び厚生年金保険法（以下「厚年法」と
いう。）の規定により厚生労働大臣から健
康保険料及び厚生年金保険料の滞納処分
の権限に係る事務を受任している機構の
徴収職員は、令和○年○月○日、本件延
滞金を徴収するため、ａ社が第三債務者
であるｂ銀行に対して有する定期預金
（取扱店・ｃ支店、証券番号・○○、預入
日・平成○年○月○日、満期日・平成○
年○月○日（自動継続型））の支払請求権
及びこれに対する債権差押通知書到達日
現在までの確定利息の払戻請求権（以下
「本件預金債権」という。）を差し押さえ、
令和○年○月○日、請求人に対し差押え
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の限度は差押え通知を受けた時点の被担
保債権額であるところ、本件質権の被担
保債権（緑化工事費用請求権）は将来債
権であり、本件差押えが通知された令和
○年○月○日の時点において未だ発生し
ていない。また、本件協定書によれば、
請求人は代行緑化工事を義務付けられて
いるわけではなく、配当時においても、
緑化工事費用請求権は発生していないか
ら、本件通達に定める特例的な取扱いの
要件も満たしておらず、本件通達を適用
して差押え通知時に債権が発生していた
とみなすこともできない。以上によれば、
本件質権の被担保債権は、第１グループ
債権はもとより、第２グループ債権にも
優先することはできないというべきであ
る。
　なお、最高裁判所第一小法廷平成１９
年２月１５日判決（民集６１巻１号２４３
頁）は、将来債権を対象に設定された担
保権（譲渡担保）の効力について判断し
たものであるが、本件は将来債権を被担
保債権として設定された担保権（質権）
に関する事案であるから、同判決は、事
案が異なり本件に適切ではない。
３　以上によれば、第１グループ債権、第
２グループの債権について本件質権の被
担保債権に先立って機構に配当した原処
分に違法・不当の点はなく、本件審査請
求は理由がないから、これを棄却するこ
ととし、主文のとおり裁決する。

理由
第１　問題点
１　健保法又は厚年法による適用事業所の
事業主は、それぞれ、健保法又は厚年法
上の保険料の納付義務を負い、事業主が
これを滞納した場合には、保険者は、国
税滞納処分の例によってこれを徴収する
こととされている（健保法第１８３条、
厚年法第８９条）。また、差押え及び配当
に関しては、国税徴収法（以下「国徴法」
という。）に基づき行うこととされてい
る。
　そして、国徴法第１５条第１項は、納
税者がその財産上に質権を設定している
場合において、その質権が国税の法定納
期限以前に設定されているものであると
きは、その国税は、その換価代金につき、
その質権により担保される債権に次いで
徴収すると規定している。同法第１８条
は、国税に先だつ質権により担保される
債権の元本の金額は、その質権者がその
国税に係る差押えの通知を受けた時にお
ける債権額を限度とすると規定している。
２　また、昭和４２年１０月１７日国税庁
長官通達徴徴４−９（以下「本件通達」
という。）は、将来の求償権担保のための
抵当権と国徴法第１８条第１項の適用の
関する取扱いについて、担保権者（信用
保証協会）が差押えの通知を受けた時に
まだ保証債務を履行していないが、保証
契約を解約できない場合であり、配当時
において、保証債務を履行したことによ
り取得した求償権が発生している場合は、
当該求償権は滞納処分の通知を受けた時
に発生していたものとして、国徴法第
１８条１項を適用する取扱いとする旨を
定めている。

第２　当審査会の判断
１　「略」
２　上記１及び前記「事実」欄第３記載の
事実によれば、本件質権の設定日は、第
１グループ債権の法定納期限に後れるも
のの、第２グループ債権の法定納期限以
前であるから、第２グループ債権よりも
本件質権が優先する。しかし、その優先




